
優先的にリスク管理を行うべき有害微生物・有害化学物質

有害化学物質
（平成28年1月8日現在）

一次産品に含まれる危害要因
調理、加工などで生

成する危害要因環境中に存在する
危害要因

かび毒 自然毒

1） リスク管理措置

の必要性検討、
実態調査、技術
開発等を行う必要

カドミウム、ヒ素 総アフラトキシン

（植物性）

ピロリジジン
アルカロイド
類

フラン

2） 毒性や含有の可

能性等の関連情
報を収集する必
要

鉛、ダイオキシン類（コ
プラナーPCB含む）

オクラトキシンA、フモニ

シン類、ゼアラレノン、
タイプAトリコテセン類、
ステリグマトシスチン

（海産毒）
シガテラ毒

3-MCPD脂肪酸エス

テル類、グリシドー
ル脂肪酸エステル類、
トランス脂肪酸

3） 既にリスク管理

措置を実施してい
る

水銀（総水銀及びメチ
ル水銀）、農薬として
使用された履歴のあ
る残留性有機汚染物
質、放射性セシウム

アフラトキシンM1、タイ
プBトリコテセン類、パ
ツリン

（海産毒）

下痢性貝毒、
麻痺性貝毒

3-MCPD、アクリルア

ミド、多環芳香族炭
化水素類（PAHs）、ヒ
スタミン
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有害微生物
（平成28年

12月26日現在）

(1) 汚染実態調査の実施及びリスク管理
措置の検討の必要がある危害要因

(2) 基礎的情報が不足しているため、そ
れを収集する必要がある危害要因

カンピロバクター サルモネラ
腸管出血性大腸菌 ノロウイルス
リステリア・モノサイトジェネス

E型肝炎ウイルス
A型肝炎ウイルス

＜２ (3) リスク分析手法＞
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サーベイランス：
あるハザードについて、どのよう

な食品にどの程度含まれているの
かを知るための調査

サーベイランスとモニタリング

モニタリング：
あるハザードについて、矯正的措

置をとる必要があるかどうかを決定
するための調査

リスク管理の初期作業で実施
（基準値が設定されていない
場合が多い）

リスク管理措置が導入されて
いることが前提（例えば、基準
値が設定されている場合）

食品の安全性に関する有害化
学物質及び有害微生物のサー
ベイランス・モニタリング計画

中期計画
 今後５年間に実態調査を実施すべ

きハザードのリスト
有害化学物質 【H28.1.8公表】

有害微生物 【H28.12.26公表】

平成３０年度年次計画
 平成３０年度に実態調査を実施す

べき有害化学物質、有害微生物の
リスト 【H30.3.30公表】

サーベイランス・モニタリングを
実施する際には、試験所に お
ける精度管理と分析法の妥当
性確認要求

＜２ (3) リスク分析手法＞


